
1 

 

事業事前評価表 

 

国際協力機構インドネシア事務所 

１．案件名                                                 

 国 名： インドネシア共和国 

 案件名： 和名：MPA サポートファシリティ 

 英名：MPA Support Facility    

２．事業の背景と必要性                                       

（1）当該国におけるジャカルタ首都圏の現状と課題 

  インドネシア共和国（以下、インドネシア）ジャカルタ首都圏（以下、同地域）は、同

国の全人口1の約 1割が居住し、GDP の 25％、海外直接投資の約 4割が集中してい

る。近年インドネシアの堅調な経済成長2に支えられ、同地域の人口、域内総生産とも

に増加傾向にある。 

 一方で同地域では、急速な経済成長にハードインフラの整備が追いついておらず、

電力、運輸（道路・港湾等）の供給能力の不足が成長のボトルネックになっている。ま

た、人口の過密化やインフラ・福祉などの基本サービスの不足などによる住環境の悪

化、自動車の排気ガスや工場の排水による大気・土壌・水質汚染など自然環境の悪

化などの都市問題が顕在化している。 

 こうした膨大なインフラ需要に対し、従来の公共事業に加えて、官民協調（Public 

Private Partnerships：以下、PPP）による民間資金動員への期待が大きいが、インフ

ラ開発やPPP推進に係る制度は、整備されつつあるものの、PPP事業で民間事業者

が投資可能（バンカブル）な案件の形成が不十分であるとの指摘がなされている。ま

た、これら制度整備を行う中央省庁の職員や、案件形成を行う政府職員（中央省庁、

地方自治体を含む）の能力不足や実施体制の脆弱性が指摘されており、能力強化の

ニーズが生じている。 

  

（2）当該国におけるジャカルタ首都圏の開発政策と本事業の位置づけ 

 インドネシアでは、現行の中期国家開発計画（RPJM2010-14）において「インフラ開

発」を国家優先開発課題の一つとして位置づけている。ジャカルタ首都圏のインフラ

整備については、2010 年以降、インドネシアと日本が共同でジャカルタ首都圏開発構

想（MPA）3を推進している。現在、2012 年に作成した MPA マスタープランに基づき、

                                                   
1 約 2 億 3,760 万人（2010 年、インドネシア政府統計）。 

2 2010 年、2011 年の経済成長率は、それぞれ 6.1％、6.5％（JICA 対インドネシア国別分析ペー

パー） 

3 ジャカルタ首都圏を投資先として魅力的で産業開発に適し、かつ環境と人に優しい地域に発展
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優先事業の迅速な案件形成、実施促進を行っており、本事業は同マスタープランに

おける PPP 事業を通じた首都圏インフラ整備の案件形成・促進に資するものである。 

 PPP については、公的保証制度、公的金融制度、Viability Gap Funding などの PPP

実施のための施策がインドネシア政府により整備されている。しかしながら、これまで

これら施策を活用した大型案件の実績が乏しく、官民間の適切なリスク分担による

PPP 案件の形成支援が不可欠なため、本事業により同支援を行うものである。 

 

（3）ジャカルタ首都圏に対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

 2012年4月に策定された我が国政府の「対インドネシア共和国国別援助方針」の重

点分野、「更なる経済成長への支援」において、「首都圏インフラ整備」が開発課題の

一つとして位置づけられている。また、対インドネシア共和国JICA国別分析ペーパー

の中では「更なる経済成長への支援」を重点課題としており、本事業はこれらの方針・

分析に合致する。また、これまで JICA では協力準備調査「ジャカルタ首都圏投資

促進特別地域（MPA）マスタープラン調査」（2011～2012）や、技術協力プロジ

ェクト「PPP ネットワーク機能強化プロジェクト」（2011～2014）による PPP

事業形成の能力・プロセスの改善支援等の実績があり、本事業の実施に当たっては、

これらの活動で得られた知見を活用することが可能である。 

 なお、本事業は、2013 年 12 月に開催された両国閣僚レベルの委員会（運営委員

会）において、その実施が合意されている。また、本事業は 2013 年 5 月の「日

-ASEAN 財務大臣・中央銀行総裁会議」における日本とインドネシア間の金融協力強

化等においても、「インドネシアのインフラ開発の支援」の重要な支援策の一つと位置

づけられている。 

  

（4）他の援助機関の対応 

 PPP 案件の推進に関して、世界銀行が「Private Participation in Infrastructure 

TA Loan (PPITA)」によりインドネシア財務省の PPP 部局の設立に向けた支援を

実施しているほか、アジア開発銀行が「Infrastructure Project Development 

Facility」により国家開発企画庁（BAPPENAS）の PPP 関連部局の能力向上を目的

とした技術協力及び資金協力を行っている。本事業の実施機関であるインフラ優先

案件実施促進委員会（ＫＰＰＩＰ）4は、BAPPENAS が計画した事業のＰＰＰスキームの

適用可否の判断を行い、同判断に基づき財務省の PPP 部局が入札支援を実施する

                                                                                                                                                     

させるための構想。2010 年 12 月に MPA 構想に係る覚書を両国政府間で締結。 

4 経済担当調整大臣府、財務省、国家開発企画庁、国家土地庁で構成される委員会で、優先イン

フラ案件の促進を行う予定。 
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こととなっており、本事業及び上記の各ドナー支援により PPP事業の一貫した支援が

可能となる。 

 

３．事業概要                                                

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

 本事業は、ジャカルタ首都圏においてインフラ整備の制度・政策改善、MPA 案件の

バンカビリティ向上及び課題解決支援を行うことにより、MPA 案件の形成及び実施の

促進を図り、もって、同地域の投資環境改善に寄与するものである。 

 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

  インドネシア共和国ジャカルタ首都圏5 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

ジャカルタ首都圏インフラ開発に関わる政府職員（中央省庁、地方自治体含む） 

（最終受益者はジャカルタ首都圏に居住する人々）  

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

 2014 年 5 月～2017 年 4 月を予定（計 36 ヶ月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

 8.8 億円 

 

（6）相手国側実施機関 

 インフラ優先案件実施促進委員会（ＫＰＰＩＰ）（予定） 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

 長期専門家（総括：33MM） 

 業務実施型契約（インフラ制度改善、Project Development Facility6（以下、

PDF）実施等に係る専門家派遣） 

 研修（PPP 案件形成等に係る本邦研修、第三国研修、現地国内研修） 

 機材（プロジェクト車両、オフィス機材等） 

                                                   
5 人口：約 2,800 万人（2010 年、インドネシア政府統計）、面積：約 6,800 平方キロメートル 

6 PPP スキーム設計や政府財政支援及び政府保証の必要性の検証等を実施する PPP 案件としての

形成準備作業を指す。 



4 

 

 在外事業強化費（ローカルコンサルタント雇用費等含む） 

 

本事業及び別途行うMPA案件のFS支援（協力準備調査）を合わせて一つのMPA

サポートの枠組みとして事業形成の支援を行っていく。よって FS 支援の対象案件

やコンサルタントの選定方法、調査報告書の内容等については、同枠組みのもと、

本事業の実施機関や専門家等と協議を行い決定する。 

 

2）インドネシア側 

 カウンターパートの配置 

プロジェクト責任者（KPPIP ワーキングチームコーディネーター）：1 名 

プロジェクト補佐（KPPIP ワーキングチームスタッフ）：1 名 

 オフィススペース 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境に対する影響/用地取得・住民移転 

①カテゴリ分類：C 

②カテゴリ分類の根拠 

 本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2010年4月公布)上、環境

への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

 

2) ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

 特に該当無し 

 

3) その他 

 特に該当無し 

 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

・ 協力準備調査「ジャカルタ首都圏投資促進特別地域（MPA）マスタープラ

ン調査」（2011～2012） 

・ 技術協力プロジェクト「PPP ネットワーク機能強化プロジェクト」（2011

～2014） 

・ 有償資金協力「連結性強化開発政策借款」（2013～） 
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2）他ドナー等の援助活動 

・ 特に該当無し 

  

４．協力の枠組み                                             

（1）協力概要 

1）上位目標： 

 ジャカルタ首都圏のインフラ整備が促進され、投資環境が改善する 

 指標： 

 ジャカルタ首都圏へのインフラ投資額の増加（2013 年→2020 年） 

 ジャカルタ首都圏への直接投資（海外、国内）額の増加（2013 年→2020 年） 

 

2）プロジェクト目標： 

 MPA 案件の形成及び実施が促進される 

 指標 

 資金手当てされたＭＰＡ案件数（及びその中の PPP 案件数） 

 着工されたＭＰＡ案件数（及びその中の PPP 案件数） 

 

3）成果 

成果１：インフラ整備に係る制度及び政策が改善される 

成果２：PDF 実施支援を通じて、MPA案件のバンカビリティが向上される 

成果３：MPA 案件の形成及び実施に係る関係省庁間調整等の課題が解決

（Debottlenecking）される 

 

５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                          

（1）前提条件 

 特になし 

 

（2）外部条件 

 現在のインフラ開発政策の実施及び推進体制につき、2014 年に成立するインド

ネシアの次期政権においても大幅な遅延や方針転換がなされない。 

 

６．評価結果                                                

 本事業は、インドネシアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致し

ており、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 
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７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                           

（１）類似案件の評価結果 

JICA がインドネシアで行った「PPP ネットワーク機能強化プロジェクト」（2011-14 年）

では、実施機関側の PPP 制度構築上の支援ニーズの変化を踏まえて、事業初期段

階で支援対象を変更する必要が生じたが、インドネシア側のインフラ開発加速化に係

る優先政策に合わせ、ローカルコンサルタント等を効果的に活用しながら支援を継続

した結果、インドネシア側からの信頼が高まり、協力効果を高めることにつながった。 

 

（２）本事業への教訓（活用） 

本事業においても、インフラ開発に係るインドネシアの制度構築は依然としてインドネ

シア政府内で協議継続中であり、今後の進捗状況を鑑みながら同政策に柔軟に合致

させるよう、ローカルコンサルタント等を活用しながらインドネシア政府と密に連携をと

る実施体制を構築する。 

 

８．今後の評価計画                                          

（1）今後の評価に用いる主な指標 

  ４．（１）のとおり。 

 

（2）今後の評価計画 

事業終了 3年後 事後評価 

 

以 上 


